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１．研究の経緯

品確法の適用から7年が経過し、直轄工事におけ

る総合評価方式の適用率は、ほぼ100%となってい

る。そこで、当初の導入目的や効果が適切に得ら

れているか検証を行い、併せて、総合評価方式の

課題抽出行ったので、その概要について報告する。

２．総合評価方式の効果検証等の結果

(1)効果検証の主な結果

総合評価方式の実施率と工事成績評定点の関

係を見ると、普及・拡大とともに工事成績評定

点は、年々高くなっている（図１）。

(2)動向分析の主な結果

技術評価点の得点動向を見ると、特にWTO（標

準型）においては1位同点者数が増加している。

また、1位と2位の得点差も平成20年度以降よ

り縮小してきている（図２）。

(3)総合評価方式タイプ別の課題の抽出結果

効果の検証及び動向の分析の結果から、総合

評価方式のタイプ別に以下の課題が抽出された。

今後は、この課題に対する改善策を検討する必

要がある。

【参考】

詳細については、国総研ホームページの下記Ｕ

ＲＬをご参照いただきたい。

http://www.nilim.go.jp/lab/peg/index.htm 

タイプ 課　　　　　題

 ・結果として最も優れた技術提案を採用できるように、技術評価点の最

も高い技術提案に基づき予定価格を算定し、また、調査基準価格を設

定している。

 ・入札参加者は各々の提案に基づき入札してくるため、入札価格がば

らつき、このことが落札率の低いことの一因となっている可能性があ

る。

 ・民間の高い技術力を活用するという観点から、予定価格の設定方法

を含め、技術提案・評価のあり方について検証が必要である。

 ・適用件数が少なく、高度技術提案型の活用に向けた検討が必要で

ある。

 ・ＷＴＯ対象工事では、技術評価点の最高得点者による落札率が高い

一方、落札率と調査基準価格率との差が小さくなってきており、技術評

価点の最高得点者が、調査基準価格に近い価格で落札している状況

にある。

 ・ＷＴＯ対象工事では、技術評価点の1位同点者数が増加しているとと

もに、技術評価点1位と2位の得点差が縮小しており、技術評価点での

差が付きにくくなっていることから、技術提案・評価のあり方について検

証が必要である。

 ・ＷＴＯ対象工事では、工事件数の減少に伴い、入札参加者数が急増

しているものと思われる。

 ・段階選抜方式の導入等、手続きの簡素化や技術提案・評価のあり方

を見直す必要がある。

 ・簡易な施工計画について、満点者数、有効入札参加者に占める満点

者の割合とも増加し、また、得点率が80～100%と高く、入札参加者の技

術力の選別の観点からは、必ずしも有効に機能していないものと思わ

れる。

 ・発注件数が多く、技術提案に係わる受発注者の手間は小さくない。

 ・「簡易な施工計画」の役割を検証し、これに変わるより効率的・効果

的な方法を検討する必要がある。

高度技術提案型

標　準　型

簡　易　型図１ 実施率と工事成績

図２ 技術評価点の得点動向

注１）８地方整備局の工事を対象。 (港湾・空港関係工事を除く）
注２）加算方式の工事を除く。
注３）技術評価点一位と二位の得点差は予定価格内１者の工事を除き集計。
注４）予定価格超過者、辞退者及び不参加者を除く有効入札参加者を対象に、技術評価点の順位を判定。
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表１ 総合評価方式の課題
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への適用 

高度情報化研究センター 

  情報基盤研究室 室長重高 浩一 主任研究官梶田 洋規 研究官北川 順 

（キーワード） 情報化施工，施工管理，出来形管理，トータルステーション（ＴＳ），舗装工事 

 

１．はじめに 

国土交通省ではICT(情報通信技術)を利用した

情報化施工の普及に向けて取り組んでおり、その

技術の1つに「TSを用いた出来形管理」(以下、TS
出来形管理)がある。これは、トータルステーショ

ン(TS)に3次元設計データを搭載することで、出

来形管理や監督検査等の効率化・高度化を図るも

のである。このTS出来形管理は2006年度に道路土

工を対象に運用が開始され、その後、地方整備局

や当研究室にて、工種拡大の検討を行っている。 

本研究では、TS出来形管理を舗装工事へ展開す
る為に、使用するソフトウェアの機能を定めた「機

能要求仕様書」を策定した。 

 

図1 TS出来形管理システムの概要 

 

２．TS出来形管理に係る基準類について 

TS出来形管理に係る基準類には、図1に記載し

たものが挙げられる。舗装工事は①層の厚さを管

理する、②図面よりも現場あわせが優先される場

合がある、等の点で土工と異なる為、基準類につ

いても舗装工事に対応したものを策定または改訂

することとした。TS出来形管理の作業について示

した「出来形管理要領」を関東地方整備局で、「機

能要求仕様書」および扱うデータのフォーマット

を示した「データ交換標準」については国総研で

検討した。データ交換標準の改訂については、昨

年度のレポートに記載しているので、詳細はそち

らでご確認頂きたい。 

 

３．機能要求仕様書（舗装工事編）の概要 

 土工との違いに対応する為、舗装工事に係る機

能要求仕様書に、以下の要件等を盛り込んだ。 

1)舗装の厚さは、層の上下で計測した2点の基準高

の差によって算出するが、2点の平面位置が離れる

と正しい値が算出されない。そこで、平面位置の

離れが5cm以上の場合は出来形値として記録でき
ず、再計測を求める機能を追加した。 

2)舗装修繕工の場合、新設工事と異なり施工段階

に現場合わせによって設計データを作成する場合

がある。そこで、工事測量で取得した情報を用い

て設計データに必要な情報とする機能を追加した。 

 
図2 TS出来形管理技術（舗装）のイメージ 

 

４．おわりに 

この機能要求仕様書が公開されることで、民間

企業より舗装工事に対応したソフトウェアが開発

され、平成24年度よりTS出来形管理が舗装工事へ

適用開始される予定である。最後に、試行工事や

意見交換会では、関係者のご協力に感謝する。 

関連HP：http://www.nilim.go.jp/ts/ 
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